
(各年度末現在）
年　度

 地　域
 平17  平18  平19  平20 平21 平22 平23 平24 平25 平26

 大 阪 市 8,791 8,469 8,146 7,820 7,469 7,204 6,890 6,674 6,471 6,255

 豊 中 市 251 237 235 226 213 206 197 193 187 180

 堺 市 2,100 2,021 1,968 1,911 1,836 1,765 1,703 1,655 1,509 1,438

 吹 田 市 250 250 235 230 225 218 209 205 199 191

 守 口 市 1,397 1,359 1,335 1,292 1,262 1,224 1,206 1,177 1,146 1,114

 東大阪市 1,676 1,570 1,514 1,453 1,403 1,358 1,322 1,274 1,234 1,195

 八 尾 市 938 913 887 856 814 776 756 721 704 680

合計 15,403 14,819 14,320 13,788 13,222 12,751 12,283 11,899 11,450 11,053

        （注） １．法改正により、昭和63年３月以降の新規認定は行われていない。

                ２．被認定者数の増減は、治癒、死亡、転出入等による。

              　３．合計値について、錯誤があり平成17年度末を15,403（修正前17,941）、平成18年度末を14,819（修正前17,316）、

　　　　　　　　　平成19年度末を14,320（修正前16,644）、平成20年度末を13,788（修正前16,008）、平成20年度末を13,788（修正前16,008）、

　　　　　　　　　平成21年度末を13,222（修正前15,403）、平成22年度末を12,751（修正前14,812）、平成23年度末を12,283（修正前14,320）、

　　　　　　　　　平成24年度末を11,899（修正前13,788）、平成25年度末を11,450（修正前13,222）、平成26年度末を11,053（修正前12,751）

　　　　　　　　　に修正しています。

11－１　公害健康被害の補償等に関する法律による被認定者数の推移


